
別紙

条件付き一般競争入札（事後審査方式）の公告

公 告 日

工事番号

工　　種

工 事 名

施工場所

工事完成期限

予定価格

低入札調査基準
価格

その他

から まで

開札日時

開札場所 小矢部市役所 講堂（４階）

入札保証金

契約保証金

積算内訳書

入札の無効

区画線工 309.0m

設定有り
　当該基準価格を下回る入札が行われた場合は、落札者の決定を保留し、
後日、入札参加者に結果を通知する。

施工延長 L=204.0m

入札参加資格
・小矢部市内に主たる営業所を有する者

本復旧（B交通)752.0m2、(L交通)38.0m2、(歩道部)5.0m2

（期間入札の場合）

・小矢部市条件付き一般競争入札実施要領第３条

  9,076,000 円(消費税及び地方消費税相当額を除く) 

令和4年5月11日

松尾地区舗装本復旧工事

小矢部市　松尾　地内

令和4年 8月31日

等級又は総合評
価値

上水第12号

持参の場合の受付時間は市役所開庁日の8時30分～17時15分

郵送の場合は、期日内に指定郵便局必着

舗装

本店、支店又は
営業者の所在地

・令和３・４年度小矢部市建設工事入札参加資格者名簿の
舗装工事において登録されている者

・準市内業者に認定された者

期間入札入札方法

工事概要

令和4年5月18日

令和4年5月20日

設計図書に対する質問期間

持参又は郵送入札書の提出方法

総務部財政課入札書の提出先

令和4年5月16日 令和4年5月23日

入札書の提出期間

小矢部市期間入札実施要領第７条による

令和4年5月25日 9時24分

設計図書の配布

免除

納付必要（請負代金額が500万円以上の場合）

要（入札時に、入札書と同封して提出）

質問に対する回答期限

　小矢部市ホームページ「事業者向け」―「入札案内・資格申請」に掲載
する設計図書を、ダウンロードにより取得する。



令和４年度

工　事　実　施　設　計　書

工 事 番 号   上水第　12　号

工　事　名 　松尾地区舗装本復旧工事

施工箇所 　小矢部市　松尾　地内

設計費目 款 上水道事業費用 項 営業費用 目 配水及給水費

工期 自 令和4年5月26日 至 令和4年8月31日

小矢部市



204 ｍ

752 ㎡

工　事  概  要 38 ㎡

5 ㎡

309 ｍ

特  記  事  項

設　　計　　額

工  事  価  格

消費税相当額

設  計  金  額

小矢部市

・施工延長

・本復旧（B交通）

・区画線工

・本復旧（L交通）

・本復旧（歩道部）



特 記 仕 様 書 

 

工事名：松尾地区舗装本復旧工事 

 

（一般関係） 

第１条 一般 

    この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部)令和３年 10 月」第１編共通編

1－1－2 の第６項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。 

   本工事の施工にあたっては、特記仕様書及び共通仕様書の他、これに付随する関係基準 

 図書等に基づいて適正に施工すること。 

  

 

第２条 安全教育・訓練の実施 

１ 労働安全衛生法等に基づき日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場 

 に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により、月当たり半日以 

上の頻度で実施するものとする。 

２ 実施項目について「土木工事共通仕様書」第 1－1－5 条施工計画書の記載事項として 

 「（４）安全管理」に含め、「安全教育・訓練の実施要領」の様式－１により工事の内容 

に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。 

３ 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－２により安 

 全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求があった場合は 

 直ちに提示しなければならない。 

 

 

第３条 工事実施前の措置及び事前事後調査 

１ 既存構造物に接近するとき、又は、撤去する場合には、関係者立会のうえ、現況に写真 

 撮影、測量等の記録をした後、工事施工を行う。 

２ 請負者は、あらかじめ沿道（周辺も含む）構造物等について事前調査を行い、善良な管 

 理義務を怠ったことにより、物件に被害が認められた場合は、請負者が責任を持って処理 

 するものとする。 

 

 

第４条 測量 

１ 請負者は、契約後指定の基準点に基づきすみやかに必要な測量を行うこと。    

２ 仮Ｂ．Ｍは、位置高さの変動のないよう、適切な保護をすること。 

３ 構造物が設計図書どおり築造できない場合や、設計図書等に記載のないものについては、 

 監督員と協議すること。 

 

 

第５条 地場産品の優先使用 

  本工事に使用する資材等は、品質が水準以上であり、かつ価格が適正である場合には県 

内地産品を優先使用するものとする。 

 

 

第６条  工事材料の検査 

    主要材料については、監督員の段階確認を受けて使用するものとする。 

   



第７条 アスファルト混合物 

１ 請負者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するも

のとする。 

２ 請負者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト 

 混合物（バ－ジン材）を使用してもよい。 

 

 

第８条 下請け関係の適正化 

  本工事を下請けに付す場合は、「建設工事の下請関係の適正化に関する留意事項（共通 

仕様書）」を遵守すること。 

    平成２５年度より、施工体制の明確化、契約約款との整合のため、建設工事における下 

請負契約は、契約金額にかかわらず下請負届を書面で届出するものとする。 

  また、平成２７年度より、下請企業と建設労働者との関係を正しく認識するため、施工 

体制台帳、再下請通知書・作業員名簿を下請負届に添付して届出するものとする。 

 

 

第９条 産業廃棄物の適正処分 

  本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において 

適正に処理しなければならない。 

 

 

第 10 条 低入札となった場合における技術者の増員等 

工事に係る入札の結果、調査基準価格に満たない価格をもっと入札した業者が請負者と 

 なった場合における技術者の配置については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次 

 に定めるものとする。 

  （１）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられる工事の場合 

 専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監理技術者の配

置が義務付けられる工事にあっては監理技術者の資格を有する者を、それ以外の工事

にあっては主任技術者になり得る資格を有する者を１人、専任にて配置するものとす

る。この場合において、これらの工事に配置する技術者は、請負者と３ヶ月以上の雇

用関係がある者に限る。 

 （２）建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の場合 

同法の規定により配置が義務付けられている技術者を専任にて配置するものとす

る。 

 

 

（工程関係） 

第 11 条 工程関係 

工事により通行止めとなる場合、出入りに支障が出る関係者へ工事期間等の説明と協議 

 を行い、要望があった場合は出来る限り対応すること。また、地元行事がある場合、代表

者と協議を行い、施工時期を考慮すること。 

 

 

（公害対策・環境対策関係） 

第 12 条 公害防止 

  土砂の搬出等による公道等の路面汚損防止のため、路面が汚れた場合は、直ちに路面清 

掃を行うものとする。 

 



（安全対策関係） 

第 13 条 事故報告及び応急措置 

１ 請負者は、工事中事故があったときは、直ちに所定の措置を講ずるとともに、監督員に

通報し、事故発生の原因、経過、事故による被害内容及び今後の対策を講じた事故報告書

を提出すること。 

２  請負者は、施工管理上の落ち度により第三者にあたえた被害について、請負者の負担に 

 より、措置を講ずるとともに、その内容を監督員に報告すること。 

 

 

第 14 条 安全対策 

１ 請負者は、工事期間中、安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視、点検、連絡 

 調整等を行い安全確保に努めなければならない。 

 

交通誘導員の有無 

 

配置人数 

 

時間帯 

 

期間 

 

備考 

 

有 

 

 

Ａ0人 

 

 

Ｂ2人 

 

 

8：00～17：00 

 

 

5日 

 

 

 

 

※ 交通誘導員の算定には「土木工事標準積算基準書（共通編）富山県土木部」【第Ⅰ編第

12 章その他】における「作業日当り標準作業量」に基づき定めたものであり、「作業日当

り標準作業量」に満たない場合における交通誘導員の変更は認めない。 

  但し、明示した条件に変更が生じた場合は変更理由を明確にし、変更の協議を行うもの

とする。 

【条件変更例】 

 ①工事区間、箇所、工期及び設計数量が変更になった場合。 

 ②工事中止命令等により、臨時の措置が必要となった場合。 

 ③地元打合せ、警察協議等で条件を付された場合。 

 ④施工方法による大幅な変更があった場合。 

２ 請負者は、機械器具、不要土砂等を交通及び保安上の障害とならないように使用のつど 

 整備し、又は、現場外へ搬出し、工事現場内は常に整頓しておくこと。 

３ 市道部において路盤で交通解放する場合は、舗装完了まで常に点検し補足材にて補修す 

ること。 

４ 国道及び県道においては路盤のまま交通解放は行わないこと。舗装仮復旧後の交通解放 

 を厳守のこと。 

 

 

（工事用道路関係） 

第 15 条 工事用道路関係 

１ 運搬路に使用する道路は破損防止のために出来る限り養生等を行うこと。舗装等の補修 

 が必要になった場合は監督員と協議し、補修しなければならない。 

 

 

（建設副産物関係） 

第 16 条 建設副産物（建設リサイクル法の対象の工事） 

１ 本工事は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下、建設リサイクル法とい 

 う）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施する 

 ものとする。 

２ 請負者は、建設リサイクル法１２条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督 

 員へ説明するものとする。 



 ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造 

 ・新築工事等である場合は、使用する特定資材の種類 

 ・工事着手時期及び工程の概要 

 ・分別解体の概要 

 ・解体工事である場合は、解体する建築物等に建設資材の量の見込み 

３ 本工事における特定資材の再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、 

 工事請負契約書に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものである 

 ため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象と 

 しない。 

  ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合は、監 

 督員と協議するものとする。 

 

 １）分別解体等の方法 

 

 

工程

ごと

の 

作業

内容

及び

解体

方法 

 

 

 

 

工程 

 

作業内容 

 

分別解体の方法 

（解体工事のみ） 

①仮設 

 

仮設工事  □有 ■無 

 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

②土工 

 

土工事  ■有 □無 

 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

③基礎 

 

基礎工事  □有 ■無 

 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

④本体構造 

 

本体構造の工事  □有 ■無 

 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

⑤本体付属品 

 

本体付属品の工事 □有 ■無 

 

 □手作業 

 □手作業・機械作業の併用 

⑥その他 

 舗装構造物撤去 

その他の工事  ■有 □無 

 

 □手作業 

 ■手作業・機械作業の併用 

 ２）再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量 

特定建設資材廃棄物の種類 処理量 

コンクリート塊 － 

アスファルト塊 71.4m3 

建設発生木材 － 

４ 請負者は、特定建設資材の分別解体・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 

 １８条に基づき、以下の事項を書面にて記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設 

 リサイクルガイドライン（富山県土木部）」(平成 14 年６月)に定めた様式１、〔再生資源

利用計画書（実施書）〕及び様式２〔再生資源路用促進計画書（実施書）〕を兼ねるもの

とする。  

  ・再資源化が完了した年月日 

  ・再資源化をした施設の名称及び所在地 

  ・再資源化に要した費用 

５ 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニュ 

 フェスト等）を保管しておくこと。監督員からの請求があれば速やかにその写しを提示す 

 るものとする。運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督   

員に提示するものとする。 

 

 

 



第 17 条 再生材の利用  

  次表の基礎砕石には再生砕石を使用するものとする。品質については、下表の資材は、 

 「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとす 

る。なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更でき 

 るものとする。 

工   種 品   種 使用箇所 

舗装工 RC-40 下層路盤 

  

 

（施工関係） 

第 18 条 舗装構成 

１ 舗装構成に関しては、別添平面図のとおりとする。 

 

 

第 19 条 工事現場における表示施設（工事看板） 

１ 平成２４年６月６日付けの「工事現場における標示施設等の設置基準(案)」の運用につ 

 いて（上下水道課長通知）に基づくこと。 

２ 看板配置図、保安施設図、歩道迂回路図は交通安全計画に記載すること。なお、現地設 

 置後、発注者側より追加及び是正指示があった場合は、速やかに対応すること。 

 

 

第 20 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理 

  舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する

切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更

が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対

象とする。 

   

 

（その他） 

第 21 条 その他  

  その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するもの 

とする。 























































工事区分・工種・種別・細別 規格 計算式 数量 単位 備考

松尾地区舗装本復旧工事

＜本復旧＞

舗装版切断 t=10cm以下 248 m

舗装撤去工 t=3cm 5 m2

仮舗装撤去工 t=5cm 154 m2

舗装撤去工 t=10cm 636 m2

AS廃材処分 運搬距離　L=5km 4.7*0.03+154.0*0.05+635.7*0.1 71 m3

掘削工 t=5cm 116.4*0.05 6 m2

残土処分 運搬距離　L=5km 6 m3

不陸整正 補足材なし 794 m2

表層工 密粒度AC13　t=3cm 5 m2 歩道部

表層工 密粒度AC20FA再　t=5cm 38 m2 L交通

基層工 粗粒度AC20再　t=5cm 752 m2 B交通

表層工 密粒度AC20FH改　t=5cm 752 m2 B交通

区画線工（外側線） 溶融W=15cm　1.5㎜　実線 89.8+117.2 207 m

区画線工（中央線） 溶融W=15cm　1.5㎜　点線 204.0÷2 102 m
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外側線 L=117.2ｍ

外側線 L=89.8ｍ

舗装撤去

As

0.57 0.50 0.322.10 7.150.20

As

0.57 0.50 0.322.10 7.150.20
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舗装復旧

760 550 2290

掘削

舗装撤去

基層工（ｔ=5㎝）粗粒度AC20再

表層工（ｔ=5㎝）密粒度AC20FH改

中央線 外側線

平 面 図 S=1:500

標準断面図 S=1:50 （Ａ-Ａ′断面）

舗装工（B交通） A=752.1㎡

舗装撤去（t=10㎝） A=635.7㎡
舗装撤去（t= 5㎝） A=116.4㎡

舗装工（L交通） A=25.7㎡

舗装撤去（t=5㎝） A=25.7㎡

舗装工（L交通） A=11.9㎡

舗装撤去（t=5㎝） A=11.9㎡

舗装工（歩道部） A=4.7㎡

舗装撤去（t=3㎝） A=4.7㎡

令和４年４月

工 事 名

図 面 名

作成年月日

縮 尺 図面番号 /

事業者名 小 矢 部 市

11図示

平面図・断面図

松尾地区舗装本復旧工事


